
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）郵送を希望の場合は、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒をご提出ください。 

（返信用封筒提出の際は、メーターの設置場所・メーター番号・支払義務者氏名・連絡先のメモを添えてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、「水道メーター（紛失・破損・その他）

届」の支払義務者は、給水装置の使用者又は所有者と

なります。 

（変更前） 

郵送 

（変更後） 

後日手渡し（※） 

メーター賠償時の手続きについて 

⑴ 納付書の配付方法について（令和８年４月１日から） 

 

給水条例第14条（抜粋）給水装置の使用者又は所有者（以下総称して「使用者等」という。）～～～。 

給水条例第20条（抜粋）使用者等は、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又は毀損した場合は、管理者が定める金額 

を賠償しなければならない。 

 

⑵「水道メーター（紛失・破損・その他）届」の変更について（令和７年 11月変更済） 

 
変更点 

① 押印の廃止 

② 提出者欄の追加 

■問い合わせ先 

長崎市上下水道局 料金サービス課（095-829-1214） 

 上下水道局が貸し出したメーターを破損した場合等は、長崎市水道事業給水条例に基づき定められた金額を賠償す

る必要があります。その際の手続き等について、以下のとおりお知らせします。 

 

⑶及び⑷により、「水道メーター（紛失・破損・その他）届」の支払義務者の欄に 

給水装置の使用者を記入する場合は、「臨時用給水申込・廃止届書」の 

「料金支払者」「指定給水装置工事事業者」のいずれかを記入すること 

長崎市水道事業給水条例第 14 条及び第 20 条

の規定により、水道メーターの賠償は給水装置の

使用者又は所有者が行うことが定められていま

す。 

別紙１参照 

⑶「水道メーター（紛失・破損・その他）届」の支払義務者について 

⑷「臨時用給水申込・廃止届書」における「給水装置の使用者」について 

別紙 2参照 給水装置の使用者 ⇒ 料金支払者、指定給水装置工事事業者 

別紙 1参照 



 

 

  

水道メーター（ 紛失 ・ 破損 ・その他）届 

 

メーカー( I )  口径( 13 )mm   メーター番号( 33333 ) 

 ロング 

 ショート 

 

設置場所  長崎市魚の町４番１号                             

        

使用者名   長崎 太郎                               

 

 

 上記の場所に設置してありました水道メーターを  ４月  １日ごろ 

 

 

 

（ 紛失 ・ 破損 ・その他（     ））いたしました。 

 今後このようなことがないように十分注意するとともに、賠償金を 

お支払いいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

令和  ７年  ５月  １日 

 

長崎市上下水道事業管理者 様  

 

＜支払義務者＞ 

 

住 所  〒８５０－８６８５ 

長崎市桜町６番３号 

                       

        

名称    ○○株式会社              

  

代表者氏名 代表取締役 長崎 花子          

 

支払義務者連絡先  電話（０９５）８２９－１２１４ 

 

提出者氏名 △△株式会社 長崎 次郎         

 

提出者連絡先    電話（０９５）８２９－１２０７ 

経緯・理由 

作業中の不注意に 

 より 

13㎜のみ記入ください 

給水装置の使用者（又は所有者） 

変更点① 

変更点② 

別紙１ 



 

 

給水装置の使用者 

給水装置の使用者 

別紙２ 


